


ハラスメント対策委員会規程


（適　　用）
第１条　　本規程は、ハラスメント防止規程第４条第７項に基づき、ハラスメント対策委員会（以下「委員会」という。）について定めたものである。

（目　　的）
第２条　委員会は、ハラスメントに関する事項についてハラスメントの事実関係の確認・調査を実施する。

（付議事項）
第３条　委員会には正社員就業規則第35条第１項第２号に関する事項を付議する。

（主 管 課）
第４条　委員会の主管課は、総務部総務課とする。

（構　　成）
第５条　　委員会は、会社・労働組合のそれぞれ３名以内の相談員で構成し、相談員については別途定めて周知する。

（委 員 会）
第６条　　委員長は、総務部長があたるものとする。
②　委員長は、委員会を招集し会務を主宰する。
③　この規程に定めのない委員会の運営に関することは、委員長が委員会に諮って決めるものとする。

（決　　議）
第７条　委員会の決議は出席委員の合意による。

（参考意見の聴取）
第８条　委員会が認めたときは、関係者などを招集してその意見を聞き審議に資することができる。

（秘密保持）
第９条　委員会に出席した者は、委員会で発表を制限した事項を他にもらし、または公表してはならない。


付　　則

第１条　　この規程は、2016年 4月 1日より施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　2020年 3月16日
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